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石綿による肺がん事案に係る新聞報道について

先般､石綿による肺がん事案について､監督署が行った不支給決定が審査官に

より取り消された旨の報道がなされたところである (別紙記事参照)｡

本件報道の記事のうち､｢調査を尽 くさない労災認定行政｣､｢背景には､被害

者にきちんと聞き取 りをせず｣との記載は事実と全く異なり､適切さを欠く表現

となっている｡

当該署においては､被災者-の聴取 りを行 うとともに､主治医から､石綿ぱく

露を示す医学的所見 (胸膜プラーク､石綿′j､体､石綿繊維)は認められなかった

旨の回答を得て決定したものであり､記事にあるように､調査が不十分とされる

ものではない｡
/

石綿による肺がん事案の事務処理については､近々文書を発出することとして

いるが､石綿による疾病の請求事案のみならず､労災認定をめぐっては社会的に

注 目されているところであり､監督署の対応に誤解を生じさせるようなことはあ

ってはならず､このため､請求人や相談者に対する懇切丁寧な対応はもとより､

事実関係の把握のための調査の確実な実施と認定基準の適正な運用について､一

層の徹底をお願いする｡

また､当該事案は､石綿小体が確認 されたことをもって取消決定がなされたも

のであるが､石綿ぱく露作業の評価のみならず､石綿小体等の医学的所見の評価

についても､疑義が生 じた場合は速やかに職業病認定対策室あて相談されるよう､

お願いする｡

なお､審査請求事案についても同様に労災保険審理室あて相談されたいO
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